
 1

 

会  議  録 

 

会   議   名 令和７年度第３回野田市公共下水道運営審議会 

議題及び議題ごとの 

公開又は非公開の別 

１ 野田市下水道事業経営戦略の改定（案）について 

（議案第１号）（公開） 

２ 野田市下水道事業経営戦略の改定について 

（答申）（公開） 

３ 野田市公共下水道事業財政状況について 

             （報告第１号）（公開） 

４ 野田市下水道事業経営戦略の事業評価について 

（報告第２号）（公開） 

日       時 
令和７年１０月１７日（金） 

 午後２時から午後３時４０分まで 

場       所 野田市役所高層棟８階 大会議室 

出 席 委 員 氏 名 

斎藤博、廣田有里、吉澤寿二、小池聖彦、渡辺純一、

福田正、五百川和家恵、田口さゆり、伊藤正明、小島

勉、山川里沙、本田正則 

欠 席 委 員 氏 名 新玲子 

事   務   局 

鈴木有（市長）、高橋康仁（土木部長）、荒井哲也

（土木部次長兼下水道課長）、原口大助（主幹兼下水

道課長補佐）、勝田等（下水道課長補佐）、浅野学

（下水道課管理係長）、小林正和（下水道課工務係長

）、濱野明子（下水道課業務係長）、飯田範行（下水

道課経営係長）、小島修次（下水道課主査）、湯沢和

寿（下水道課主任主事）、天羽弘樹（下水道課主事） 

傍   聴   者 有り（２名） 
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議       事 

 

 

 

 

 

 

 

主幹兼下水道課長補佐 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度第３回野田市公共下水道運営審議会の議

事は、次のとおりである。 

 

石原和子委員の逝去に伴い、当該委員の委嘱期間で

ある令和８年８月３１日までは１名欠員となることを

報告した。 

 

〈開会〉 

令和７年１０月１７日午後２時００分、開会を宣言

し、委員１２名が出席しており、会議が成立している

ことを報告した。会議の公開及び傍聴並びに会議録及

び会議資料の公開について説明した。会議録の作成の

ため録音機を使用することについて了解を得た。 

 

〈挨拶〉 

本日は大変お忙しい中、公共下水道運営審議会にご

出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

また皆様には日頃から、下水道事業にご支援ご協

力、深いご理解をいただき、御礼申し上げます。 

まず、はじめに下水道事業に関しまして、１点ご報

告がございます。 

前回も審議会の冒頭で説明をさせていただきました

が、埼玉県の八潮市で発生した道路陥没事故に関連し

た当市における雨水管の点検調査の状況について報告

いたします。 

現在、延長約９キロメートルの雨水管の目視による

点検調査等を順次実施しておりますが、まだ調査結果

がまとまっておりません。また、管路施設修繕計画の

策定と、追加の空洞調査業務の契約手続きも進めてい

るところでございます。 

年度末までには、それらも含めた調査結果を取りま

とめ、当審議会において報告をさせていただきたいと

考えております。 

また、それにあわせて、市報や市のホームページに

も掲載をし、広くお知らせしていきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 
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主幹兼下水道課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

土 木 部 長 

 

 

 

さて、本日は議案１件と報告２件となっておりま

す。議案につきましては前々回の審議会において諮問

をさせていただきました下水道経営戦略の改定案に関

するものとなります。 

８月２０日から実施しましたパブリックコメントに

寄せられた意見と市の考え方を説明させていただきま

すので、ご審議いただき、答申くださいますようお願

い申し上げます。 

また、報告につきましては、野田市公共下水道事業

財政状況と野田市下水道事業経営戦略の事業評価につ

いてご説明させていただきます。 

委員の皆様には、忌憚

きたん

のないご意見をくださるよう

お願いを申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

最後となりますが、今後とも下水道事業について、

ご指導ご鞭撻
べんたつ

賜りますことをお願い申し上げまして、     

簡単ではございますが挨拶といたします。 

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長は野田市公共下水道運営審議会条例第５条第１

項の規定により、斎藤会長に議事進行をお願いいたし

ます。 

 

 

議長（会長） 

開催宣言 

 

議事に入る前に、経営戦略改定案のパブリックコメ

ントに４件しか意見がないことについて、感想を伺い

たい。 

 

おっしゃるとおり、全般的に件数が少ない状況で、

残念に感じております。少ない意見であっても、いた

だいた意見を計画の中に反映させていただければと考

えております。 
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会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 水 道 課 長 

 

会       長 

 

小 島 委 員 

 

 

 

 

 

下 水 道 課 長 

 

 

 

 

 

小 池 委 員 

 

 

 

 

 

 

私の感想ですが、今回パブコメで４件しか出てな

い。経営戦略の改定の中に使用料も入っていますが、

パブリックコメントでは細かく出ていない。というこ

とは、市民はどこまで把握していたのかということが

疑問です。 

ですので、今後、こういうようなものが出たときに

は、もう少し丁寧に市報に掲載するような形をとって

いただければありがたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

それでは、議案第１号「野田市下水道事業経営戦略

の改定（案）について」事務局から説明をお願いいた

します。 

 

〈議案第１号説明〉 

 

議案第１号について、質疑等があるか問う。 

 

 一級河川の座生川の管理は国土交通省であり、水質

浄化施設を作るということは野田市の管轄外だと思い

ます。市としては、排水の水質をきっちり管理するこ

とが責任ではないかと思います。寄せられた意見に対

する市の考え方を読んで、そう感じました。 

 

座生川の治水管理は千葉県が実施しており、一番下

流側の座生川排水機場の運転管理については、県から

の委託を受け、市が実施しています。水質の観点か

ら、流出する水については、我々も責務として管理し

ていかなければならないと考えています。 

 

 江戸川河川事務所では、洪水などで堤防が決壊する

と甚大な影響が出る箇所を管理区間として江戸川の本

線を管理し、座生川は千葉県で管理しています。 

 また、水質については、座生川の上流部では、ＢＯ

Ｄという指標で水質基準を満たしている状況です。 
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小 島 委 員 

 

 

 

下 水 道 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 島 委 員 

 

 

本 田 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広報活動について、一方的な情報提供ではなく、双

方向のコミュニケーションという観点では若干不足し

ているのではないかと感じています。 

 

 双方向というのは非常に難しいと感じています。明

日の産業祭で啓発活動を行いますが、来場者は公共下

水道を使う地域の人もいれば、そうでない人もいて、

下水道事業を知っていただくきっかけ作りにしかなら

ない。マンホールカードも趣味で収集している方が多

く、趣旨が変わってきている。 

 我々としては啓発活動の一番の目的は水質保全とい

う面もありますが、経営の支援となる下水道使用料を

しっかり徴収できる環境整備をしたいというところも

狙いとしてあります。 

 その部分を前面に出して話すというのは非常に難し

い話なので、環境保全の観点から、是非とも下水道に

つなげてくださいと言ったときに人によって温度差が

あります。 

 では、どうしたらいいのかというと、子どもの頃か

らそういう観点で教育していくことが必要なんじゃな

いかなと考えています。来年度から小学校３・４年生

ぐらい、ちょうど環境に興味が芽生えてきた子供たち

を対象に、いわゆる出前授業をやって、意識の醸成を

図っていきたいと考えています。 

 

 確かに下水道って目立たないから、子どもの頃から

関心を持ってもらう活動が非常に大切だと思います。 

  

開渠
かいきょ

式の雨水排水路の水量が下水道の普及率の向上

とともに減ってきています。浄化槽の排水を雨水路に

流していましたが、直接下水道に流すことになり、排

水路に水が流れなくなり、雑草が生い茂り、台風のと

きなどに心配です。雨水排水路の維持管理について伺

いたい。 
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土 木 部 長 

 

 

 

 

 

 

福 田 委 員 

 

 

下 水 道 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会       長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共下水道の汚水と雨水の幹線は下水道課が所管

し、それ以外の水路については管理課で除草や浚渫を

行っています。 

残念ながら、毎年の除草や浚渫ができる状況にはな

く、ひどいところは優先的に除草や浚渫を行いますの

で、管理課に情報提供いただきたい。 

 

 維持管理について、埼玉県の事故を踏まえて、野田

市では同様の陥没等があったのか、伺いたい。 

 

 冒頭に市長からお話させていただきましたとおり、

規模が大きい管路の点検調査はある程度終わり、現在

取りまとめ作業をしており、次回の審議会では公表で

きる予定です。 

 市内の状況としては、年に数件、老朽化した管路の

情報提供がありますが、情報提供いただいた時点で復

旧作業を手配しており、大きな事故に至っていませ

ん。 

 しかしながら、日々鉄筋コンクリートは老朽化する

ため、令和元年に策定したストックマネジメント計画

に基づいた点検調査や必要に応じた修繕を行っていま

す。 

 

ほかに、質疑等があるか問う。 

 

〈質疑等無し〉 

 

審議は終了といたします。 

答申書作成のため、午後３時まで休憩することを伝

える。 

答申書の文面は、会長に一任してほしいことを伝え

る。 

 

〈休憩〉 

 

 

 



 7

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会       長 

 

 

経 営 係 長 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 営 係 長 

 

会 長 

 

本 田 委 員 

 

 

 

 

答申を行うことを告げる。 

〈答申書を読み上げ、市長へ答申する。〉 

 

〈挨拶〉 

５月に諮問をさせていただいてから、時間をかけて

慎重に審議をしていただきまして、本当にありがとう

ございました。 

先ほど会長から答申を受けました。 

この後、次の事務作業に移らせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

今後とも、皆さまにはご指導ご鞭撻を賜りますこと

をお願いする次第でございます。 

よろしくお願いします。 

 

続きまして、報告第１号「野田市公共下水道事業財

政状況について」事務局から説明をお願いします。 

 

〈報告第１号説明〉 

 

報告第１号について質問等ございますか。 

 

ないようですので、報告第１号については終了いた

します。 

 

続きまして、報告第２号「野田市下水道事業経営戦

略の事業評価について」事務局から説明をお願いしま

す。 

 

〈報告第２号説明〉 

 

報告第２号について質問等ございますか。 

 

 ３（１）経営の安定化について、接続促進や融資あ

っせん、利子補給制度とありますが、下水道を利用さ

せるにあたり、高齢者の一人暮らし向けの促進策につ

いて伺いたい。 
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経 営 係 長 

 

 

下 水 道 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 田 委 員 

 

 

福 田 委 員 

 

 

 

下 水 道 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高齢者の接続促進については、今後検討していかな

ければならないと考えています。 

 

 融資あっせん及び利子補給制度という制度は、金融

機関からお金を借りる手助けをする制度となってお

り、融資が受けられたときに、融資に対する利子は市

で支払い、元本は皆さんでご負担してくださいという

制度になっています。 

 借入期間は５年間で工事費用４０万円以内という条

件がありますが、物価高騰を受けて、４０万円以内で

の工事が難しくなっています。 

 また、金融機関では当然審査もあり、斡旋の金額を

上げるためには、金融機関の意見も伺わなくてはなり

ません。一方、融資あっせんを辞めたいと申し出てい

る金融機関がある状況も踏まえ、高齢者に優しい制度

設計を検討し、本審議会に報告いたします。 

 

 今後も高齢者が増加していくことも含めて、制度を

検討してほしい。 

 

 雨水対策について、中野台浅間下の対策に地域の方

は大変喜んでいます。浅間下の国土交通省における排

水対策について、進ちょく状況を伺いたい。 

 

 まず、場所から説明すると、野田橋から少し下流側

の河川沿いに浅間下排水ポンプ場があり、中野台地区

の雨水の排水施設となっています。 

 令和５年の集中豪雨の際に付近が１メートルほど冠

水したことを受けて、６年度に臨時のポンプを設置し

たところです。 

 国土交通省では、江戸川左岸の堤防拡張工事を行っ

ており、工事に伴い、ポンプ場からの排水管を延長し

なければなりません。今年の８月下旬ころから工事が

始まり、９年度上旬までの工事予定と聞いています。 

 河川への排水管は２メートル四方の管を敷設したい

と考えており、さらに、ポンプが３台設置できる設計
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会 長 

 

 

 

 

下 水 道 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

下 水 道 課 長 

 

 

主幹兼下水道課長補佐 

 

 

 

 

 

会 長 

であることから、設置できれば、上花輪浄水場周辺の

水も早く排水ができる機能を有することになります。 

 この工事は時間も費用もかかることもあり、１１月

に国土交通省に要望に伺いたいと考えており、多方面

で準備を進めておりますので、また機会がありました

ら説明させていただきたいと思います。 

 

他にないようでしたら、報告第２号については終了

いたします。 

 

他に事務局から何かございますか。 

 

 本日、経営戦略の答申をいただきました。今後は下

水道使用料の改定を進めたいと考えています。庁内の

意見調整を経て、１２月議会に野田市下水道条例の改

正議案を上程させていただき、議案が可決されれば、

令和８年の４月１日以降は新料金に移行しようと考え

ています。 

 周知も非常に大切と考えており、水道の検針員によ

り、下水道の使用の有無にかかわらず、各家庭に案内

チラシのポスティングを行うとともに、市報、ホーム

ページ、まめメールを活用してまいります。 

 

 水道水を使っていない、井戸水だけを使用している

方への周知について伺いたい。 

 

 井戸水だけを使用している方には下水道課で周知し

てまいります。 

 

次回の審議会の日程についてご案内いたします。 

次回の審議会は令和８年２月１３日金曜日の午後２

時からを予定しております。 

詳細につきましては改めてご連絡させていただきま

す。 

 

〈閉会宣言〉 

 


